令和8・9年度　西条市学校給食用物資納入業者登録申請資格要項
（趣旨）
第1条　西条市学校給食会（以下「市給食会」という。）が行う、学校給食における物資共同購入の入札参加登録申請及び東部学校給食センターへの納品業者登録申請の業者資格について、必要な事項を定める。なお、当登録をもって物資の発注を確約するものではない。
（登録申請資格者）
第2条　学校給食用物資の納入業者として登録を受けようとする者は、次の各号の基準を満たす者でなければならない。
(1)　所在地について
ア 西条市内又は当市近郊に、本社又は営業所があること。ただし、西条市学校給食会規約第９条に定める給食食材地産地消推進部会（以下「地産地消推進部会」という。）が認めた場合はこの限りではない。
(2)　経営について
ア 引き続き１年以上同種の営業をしており、営業状態が堅実で良心的であり、かつ、地域社会からの信用も厚いこと。
イ 店舗、販売店、工場等固定した営業施設を有すること。
ウ 従業員や運転手の態度が親切丁寧で輸送能力も充実していること。
エ 確実な取引先を有し、質量ともに十分な販売能力を有していること。
オ 食品に関する法律及び関係法令を遵守していること。
(3)　衛生管理について
ア 製造加工業者においては、保健所の監視評点が良好であること。
イ 衛生施設が完備し、清潔であること。
ウ 従業員の健康管理および衛生教育が十分行われていること。
エ 納品のある月は、製造・加工・配送に携わる従業員全員の保菌検査結果を1か月に1回以上提出すること。
オ 肉、魚、練り製品、豆腐及び大豆製品の製造加工業者は、年に一度、食品の細菌検査を実施し、検査結果を提出すること。また、販売業者は、製造加工業者に上記による細菌検査の実施を求め、結果を提出すること。
カ 随時の立ち入り検査や、食品の理化学検査については、すみやかに応じることができること。
キ 製造加工業者においては、材料倉庫、製品倉庫、冷凍倉庫等が完備していること。
(4) 供給能力について
ア 供給能力が需要量を十分に満たし得ること。
イ 指示した期日時刻に、確実に指定の場所に納入できること。
ウ 数量不足、交換等で緊急を要する場合に概ね１時間以内に対応できる体制を整備し緊急時に即応し得る機動力を有し、中止又は返品も可能であること。


（登録申請不適格者）
第３条 次の各号の一に該当すると認められる者については、登録申請をすることができない。
(1) 市税その他の租税の滞納がある場合。
(2) 西条市暴力団排除条例（平成23年西条市条例第２０号）第２条第１号から第３号の規定に該当する場合。
２ 令和7年度の西条市内での給食食材取引において、次の各号に該当すると認められた者については、登録申請を受け付けない。また、その者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、製造を粗雑にし、又は物資の品質（見本と異なる物資）、若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(2) 入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者。
(5) 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者。
(6) 前各号の一に当該する事実があった後、１年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。
（その他）
第４条 登録申請を行う者は、以下の市給食会が定める事項について同意のうえ申請を行うこと。
(1) 各品目の納品場所は以下の表のとおりとする。※「C」は学校給食センターの略とする。
	
	納品場所
	品目

	
	単独校、
小松・丹原C※
	東部C※
	

	A業種
入札品目
	〇
	〇
	冷凍野菜、冷凍魚介、一般物資（一部調味料・乾物・炒め油・グラタンカップなど）

	
	〇
	
	揚げ油（一斗缶）

	
	
	〇
	肉類、一般物資（冷凍液卵、一部調味料）、
揚げ油（ローリー）

	B業種
入札外品目
	
	〇
	青果品（カット野菜含む）、大豆製品、こんにゃく、
練り製品、乳製品、殻付き卵、デザート、調味料など



(2) 入札対象食材の選定にあたっては、参加業者の提出した入札価格に加え、味・品質等を総合的に考慮し、落札業者を決定するものとする。
(3) 入札を行わない食材の選定にあたっては、西条市学校給食における納入実績のある業者を優先するものとする。なお、青果品については、発注事業者数に限りがあるため、納入実績のある業者の中から、選定を行う。そのため、過去の納品実績に関する資料の提出を求める場合がある。
(4) 青果品及び肉類については、２社以上によるグループ契約を認める。この場合、各業者はそれぞれ登録申請を行い、契約締結、見積、受注、代金の請求及び受領に関する事項は代表者が一括して行うものとする。ただし、市給食会はグループ内におけるトラブルについて一切の責任を負わない。
(5) 天災等で学校が臨時休業となるなど、給食の実施が不可能となるときは、物資の納入を中止又は返品することがある。
(6) 市給食会は納品品目や、納品する調理場の見直しを行うことがある。

